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次亜塩素酸水（塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。以下

「電解次亜塩素酸水」という。）を特定農薬に指定することについての 

これまでの検討状況 

 

１ 電解次亜塩素酸水について 

（１）検討対象の情報 

   塩化カリウム又は塩酸と飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水であ

って、pH 6.5 以下、有効塩素濃度 10～60 mg/kg のもの 

（２）製造方法 

   0.2％以下の塩化カリウム水溶液を有隔膜電解槽内で電気分解（陽極側から得ら

れる水溶液を利用）。 

   ２～６%の塩酸を無隔膜電解槽内で電気分解し、飲用適の水で希釈して製造。 

 電解次亜塩素酸水を作成できる装置を購入し、使用のたびに装置を用いて電解次亜塩素酸水を

自家製造する。共同購入を行い、複数人が同一装置を利用している事例がある。 

（３）用途 

   きゅうり、いちご等の病害防除 

 

２ 検討状況 

（１）農林水産省及び環境省が電解次亜塩素酸水を殺菌剤として使用する際の評価に必

要な資料を整理。 

（２）第６回、第７回、第９回、第 11 回及び第 13 回合同会合において、安全性に関す

る審議を行った。 

   主な審議の内容は、次のとおり。 

   ①社会通念上一定の性質を持つと判断されない資材については、定義的な規格を

設けることとし、検討する電解次亜塩素酸水の定義を「塩化カリウムまたは塩

酸と飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水であって、pH 6.5 以下、

有効塩素濃度 10～60 mg/kg のもの」とした。 

   ②使用に伴い発生する塩素ガスの使用者への健康影響が懸念されたため、散布直

後のハウス内塩素ガス濃度を測定した結果、労働安全衛生法に基づく作業環境

評価基準値（0.5 ppm）を下回ったことから、問題とならないと判断した。 

   ③曝露量によっては、魚類等への影響があるため、水田に散布した際の環境中予

測濃度を試算した結果、魚類等への影響は少ないと判断した。 

   ④使用に伴い土壌中有機物と塩素の反応に由来するダイオキシン類の生成・蓄積

が懸念されたため、同一ほ場に電解次亜塩素酸水を長期間繰り返し散布した土

壌を分析した結果、ダイオキシン類濃度の増加がないことから、生成・蓄積の

可能性は低いと判断した。 

（３）上記の審議を経て、第 13 回合同会合において、食品安全委員会に当該資材の食
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品健康影響評価について意見を聴取することとされた。 

（４）平成 25 年３月 14 日、食品安全委員会に当該資材の食品健康影響評価を依頼した。 

（５）平成 25 年８月 26 日、食品安全委員会より当該資材の食品健康影響評価が通知さ

れた。 

（６）第 14 回合同会合において、参考となる対象病害虫及び使用方法等の情報提供の

内容について審議。 
（７）特定農薬に指定すること及び情報提供（案）について、パブリックコメントの実

施（平成 25 年 10 月 21 日～平成 25 年 11 月 19 日） 
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特定農薬の指定を検討する資材に係る食品健康影響評価について 

 
「電解次亜塩素酸水」、「エチレン」及び「焼酎」を特定農薬として指定すること 

 
１ 現行制度の概要 

・農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第２条第１項は、農薬※は原則として農林水

産大臣の登録を受けなければ製造等してはならない旨規定している。一方で、同項

ただし書においては、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす

おそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農

薬（以下「特定農薬」という。）は、その製造等に当たって登録が不要としている。 

※ 農薬とは、農作物（樹木及び農林産物を含む。）を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねず

みその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作

物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をい

う。（農薬取締法第１条の２第１項）  
・関係大臣が特定農薬を指定する場合は、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）

に基づき、食品安全委員会の意見を聴くこと（同法第 24 条第１項第２号）とされ

ている。 

なお、食品安全基本法制定以前に、①食酢、②重曹及び③使用場所と同一の都道府県内

で採取された天敵が、特定農薬として指定（平成 15 年３月 14 日農林水産省・環境省告示

第１号）されている。 

 
２ 評価依頼する資材の概要 

（１）電解次亜塩素酸水 

  ①検討対象の情報 

   塩化カリウム又は塩酸と飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水であ

って、pH 6.5 以下、有効塩素濃度 10～60 mg/kg のもの 

  ②用途 

   きゅうり、いちご等の病害防除を目的とする 

  ③検討状況 

１）農林水産省及び環境省が電解次亜塩素酸水を殺菌剤として使用する際の薬効

及び安全性（食品、作業者及び環境）の評価に必要な資料を整理。 

２）農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部

会農薬小委員会合同会合（平成 22 年 10 月 5 日以降は農業資材審議会農薬分科会

特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科

会。以下「合同会合」という。）において、薬効並びに作業者及び環境の安全性

に関する審議を行い、平成 24 年２月 24 日の第 13 回合同会合にて、食品安全性

評価に必要な資料を両省で再整理した上で、食品安全委員会に当該資材の食品健

康影響評価について意見を聴取することとされた。 

３）食品安全性評価に必要な資料を整理したため、食品安全委員会に当該資材の

食品健康影響評価について意見を聴取することとした。 
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（２）エチレン 

  ①検討対象の情報 

   エチレン濃度 98.0%以上の液化ガスをボンベに充填した製品 

  ②用途 

ばれいしょの萌芽抑制のほか、バナナやキウイフルーツ等の果実の追熟促進を目

的とする 

  ③検討状況 

１）農林水産省及び環境省がエチレンを成長促進剤及び発芽抑制剤として使用す

る際の薬効及び安全性（食品、作業者及び環境）の評価に必要な資料を整理。 

２）合同会合において、薬効並びに作業者及び環境の安全性に関する審議を行い、

平成 23 年４月 26 日の第 12 回合同会合にて、食品安全性評価に必要な資料を両

省で再整理した上で、食品安全委員会に当該資材の食品健康影響評価について意

見を聴取することとされた。 

３）食品安全性評価に必要な資料を整理したため、食品安全委員会に当該資材の

食品健康影響評価について意見を聴取することとした。 

エチレンは農作物の生理機能に作用する植物ホルモンの一種であり、植物自ら生成し内

在し、りんご果実の着色・軟化等に関与している。なお、評価を依頼するエチレンは植物

体内で生成されたエチレンではなく、２（２）①に記載した製品である。 

（３）焼酎 

  ①検討対象の情報 

   酒税法第３条第９号に規定する「連続式蒸留しようちゆう」及び同条第 10 号に

規定する「単式蒸留しようちゆう」の製品 
  ②用途 

きゅうり、なし及びもも等の病害虫防除を目的とする 

  ③検討状況 

１）農林水産省及び環境省が焼酎を殺菌剤及び殺虫剤として使用する際の薬効及

び安全性（食品、作業者及び環境）の評価に必要な資料を整理。 

２）合同会合において、薬効並びに作業者及び環境の安全性に関する審議を行い、 

平成 22 年 10 月５日の第 11 回合同会合にて、食品安全性評価に必要な資料を両

省で再整理した上で、食品安全委員会に当該資材の食品健康影響評価について意

見を聴取することとされた。 

３）食品安全性評価に必要な資料を整理したため、食品安全委員会に当該資材の

食品健康影響評価について意見を聴取することとした。 

 
３ 今後の方針 

食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえ、特定農薬として指定することが

妥当であるとされた資材について、中央環境審議会の意見を聴取し、パブリックコメ

ント手続を経た後、農林水産大臣及び環境大臣は農業資材審議会の意見を聴取の上、

当該資材を特定農薬として指定する。 
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特定農薬※評価書 
 

電解次亜塩素酸水 
 

２０１３年８月 

食品安全委員会 

※ 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第２条第１項ただし書において、その原

材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明ら

かなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬 
 

別添１ 
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に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれ

がないことが明らかなものとして指定することに係る食品健

康影響評価について要請（24 消安第 5807 号、環水大土発大

1303141 号） 
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要 約 

 
殺菌剤「電解次亜塩素酸水」について、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第 2

条第 1 項ただし書の規定に基づき、特定農薬（その原材料に照らし農作物等、人畜及

び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及

び環境大臣が指定する農薬）として指定することに関し、各種試験成績等を用いて食

品健康影響評価を実施した。 

各種毒性試験及び刺激性に関する試験の結果、電解次亜塩素酸水（pH 2.43～2.58）

を用いた試験では口腔、食道及び胃の粘膜組織並びに舌に刺激性が認められる一方、

電解次亜塩素酸水（pH 5.67～6.3）を用いた試験では投与による毒性所見は認められ

なかった。 

本剤を作物に散布した際の残留についてのデータは示されていないが、空気との接

触面積と経時的変化との関係を検討した結果、本剤を作物に散布した場合には短時間

で塩素が消失することが示唆された。また、浸漬処理における残留塩素等を測定した

結果、浸漬処理においても本剤は食品中にほとんど残留しないと考えられた。 

これらの知見を踏まえると、本剤を農薬として使用した場合に、本剤が食品ととも

に体内に摂取される可能性は極めて低いと考えられた。 

以上のことから、電解次亜塩素酸水は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通

常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすお

それはないと考えられる。 

なお、特定農薬については多様な使用方法が想定されることから、リスク管理機関

において関連情報を収集し、標準的な使用方法についての指針等を作成すべきと考え

る。 
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Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．主な用途 

殺菌剤 

 
２．名称 

和名：電解次亜塩素酸水 
英名：Hypochlorous Acid Water 

 
３．化学式（有効塩素） 

HClO、ClO－、Cl2  

 
次亜塩素酸は、水溶液中では pH に依存してその存在状態が異なることが知られ

ており、電解次亜塩素酸水については、酸性であるため主として HClO 又は Cl2が

共存している。またHClOはClO－に比べて殺菌効果が何十倍も高いとされており、

殺菌力は酸性側で強く、アルカリ性側では急激に低下する。（参照 2、3） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
４．開発の経緯等 

食品添加物の殺菌料として指定されている次亜塩素酸水を、農業分野の殺菌等に利

用することを目的として開発されたものである。 

今回評価要請のあった電解次亜塩素酸水については、「塩化カリウム又は塩酸と飲

用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水であって、pH 6.5 以下、有効塩素濃度

10～60 mg/kg のもの」とされており、塩化カリウムを電解助剤として1、陽極と陰極

が隔膜によって仕切られた「有隔膜式電解槽」内で濃度 0.2%以下の塩化物塩水溶液を

                                            
1  食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）においては、塩化ナトリウムを電解

助剤としている。 
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電気分解することにより、陽極側から生成するもの及び希塩酸（2～6%）を無隔膜電

解槽で電気分解し、生じた塩素を飲用適の水で希釈することによって生成するもので

ある。（参照 4、5） 

次亜塩素酸水の作用機序は十分に解明されていないが、HClO 又は ClO－による細

胞壁及び生体膜（形質膜等）の損傷、酵素活性の失活、DNA の損傷、イオン透過性

の障害等によるものと考えられている。（参照 3） 

   
農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第 2 条第 1 項ただし書において、その原材料

に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなも

のとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（特定農薬）を製造し若しくは加

工し、又は輸入する場合は、農林水産大臣による登録を受ける必要がない旨が規定さ

れている。 
今回、電解次亜塩素酸水を特定農薬に指定しようとすることについて、食品安全基

本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、農林水産大臣

及び環境大臣から食品安全委員会に食品健康影響評価の要請がなされた。 

 
（参考） 

次亜塩素酸水については、平成 14 年 6 月に食品添加物として指定され、平成 24
年 4 月に成分規格の改正が行われており、成分規格及び使用基準概要は以下のとおり

である。（参照 6～8） 

 ○ 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）における次亜塩素

酸水の成分規格及び使用基準概要 

  ・強酸性次亜塩素酸水 

    0.2%以下の塩化ナトリウム水溶液を有隔膜電解槽（隔膜で隔てられた陽極及び

陰極により構成されたものをいう。）内で電解して、陽極側から得られる水溶液

をいう。 

  ・弱酸性次亜塩素酸水 

    適切な濃度の塩化ナトリウム水溶液を有隔膜電解槽内で電解して、陽極側から

得られる水溶液又は陽極から得られる水溶液に陰極から得られる水溶液を加え

たものをいう。 
  ・微酸性次亜塩素酸水 

    塩酸又は塩酸に塩化ナトリウム水溶液を加えて適切な濃度に調整した水溶液を

無隔膜電解槽（隔膜で隔てられていない陽極及び陰極で構成されたものをいう。）

内で電解して得られる水溶液という。 

 
・使用基準 

    次亜塩素酸水は、最終食品の完成前に除去しなければならない。 
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Ⅱ．安全性に係る知見の概要 

提出された試験成績等を基に、電解次亜塩素酸水に関する科学的知見を整理した。

検査値等略称は別紙に記載されている。（参照 4、5、8～59） 

 
１．吸収・分布・代謝・排泄 

SD ラット（雄 4 匹）に 36Cl で標識した次亜塩素酸（H36ClO）3.26 mg/kg 体重（250 
mg/L を 3 mL 投与）を経口投与した結果、吸収半減期は 4.42 時間で、投与 72 時間

後の分布は、血漿中濃度が 0.77%TAR で最も高く、続いて、骨髄 0.40%TAR、腎臓

0.39%TAR、精巣 0.37%TAR、肺 0.34%TAR、皮膚 0.32%TAR、十二指腸 0.28%TAR、

脾臓 0.23%TAR、肝臓 0.20%TAR であった。血漿中半減期は 77.0 時間で、投与 72

時間後に尿中から 21.5%TAR、糞から 7.09%TAR 排泄された。呼気中には排泄され

なかった。（参照 9、10） 

 
２．毒性に関する知見 

（１）急性毒性試験 

強酸性及び微酸性電解次亜塩素酸水のラット及びマウスを用いた経口急性毒性試

験が実施された。結果は表 1 に示されている。（参照 4、5、11～16）  

 
表1 経口急性毒性試験概要 

pH 及び 
有効塩素濃度 

動物種 
LD50（mL/kg 体重）

観察された症状 
雄 雌 

pH 2.68 
41.1 mg/kg 

SD ラット 
雌雄各 5 匹 >30 >30 症状及び死亡例なし 

pH 2.43 
45 mg/kg 

Wistar ラット

雄 5 匹 >54  
軟便 
死亡例なし 

pH 2.52 
60 mg/kg 

ICR マウス 
雄 5 匹 >20.0  

運動減少 
死亡例なし 

pH 2.47 
48 mg/kg 

ICR マウス 
雌雄各 5 匹 >54 >54 

運動減少 
死亡例なし 

pH 6.02 
49.7 mg/kg 

SD ラット 
雌雄各 5 匹 >40 >40 症状及び死亡例なし 

pH 5.74 
7.5 mg/kg 

SD ラット 
雌雄各 5 匹 >40 >40 症状及び死亡例なし 

 
（２）28日間亜急性毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた飲水（電解次亜塩素酸水（pH 2.2～2.5、

有効塩素濃度 30～50 mg/kg）、平均摂水量：雄 109 g/kg 体重/日、雌 118 g/kg 体

重/日）投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。 

投与群雌雄で ALT 増加、雄で TG 増加及び TPT 延長並びに雌で T.Chol 減少が

認められたが、いずれも軽度な変化であり、関連する病理組織学的変化は認められ
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なかった。また投与群雄では空腸に分泌亢進が認められた。（参照 4、17） 

 
（３）90日間亜急性毒性試験（ラット①） 

SD ラット（一群雌雄各 6 匹）を用いた飲水（電解次亜塩素酸水（pH 2.45～2.53、

有効塩素濃度 40 mg/kg）：雄約 30 mL/日、雌約 15 mL/日）投与による 90 日間亜

急性毒性試験が実施された。 
90 日間亜急性毒性試験の結果、口腔粘膜において、角質層及び顆粒層の膨化肥厚

を伴った粗造化傾向、角質層の剥離脱落並びに上皮の肥厚が認められた。また舌に

おいて、舌先部で角質層の緻密化傾向、舌下部で重層扁平上皮の角質層の膨化肥厚、

舌根部で非角化扁平細胞層の部分的な肥厚及び上皮扁平細胞層の肥厚が認められた。

血液生化学的検査において、雄では ALP 及び GGT の増加（統計処理については記

載なし）が認められた。 
またこれらの影響が発現する時期を検討するために、別の雌 3 匹に 12、24、40、

60 日間飲料水投与し、口腔組織への影響が検討された。その結果、投与 12 日後で

口腔粘膜に同様の影響が認められたが、投与を継続しても大きな進行は認められな

かった。 

これらの結果から、本試験条件下において本剤が口腔及び舌に刺激性を有すると

考えられた。（参照 4、18） 

 
（４）90日間亜急性毒性試験（ラット②） 

SD ラット（一群雌雄各 6 匹）を用いた飲水（電解次亜塩素酸水（pH 6.0～6.3、

有効塩素濃度 40～42 mg/kg））投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

投与群雌において、胸腺絶対及び比重量の増加（絶対重量 270±69 mg、比重量

92±19 mg/100 g 体重）が認められたが、関連する病理組織学的変化は認められず、

また背景データ（絶対重量 242±51 mg、比重量 87±21 mg/100 g 体重）との差は

小さかった。 

投与群雌において、MCV 減少及び WBC 増加が認められたが、軽度な変化であ

り、他の関連パラメータに変化はみられなかったことから、投与による影響である

可能性は低いと考えられた。これらの結果から、本試験条件下において本剤投与に

よる毒性所見は認められないと考えられた。（参照 5、19） 

 
（５）発がん性試験（ラット及びマウス）（次亜塩素酸ナトリウム塩）＜参考資料2＞ 

ラットに次亜塩素酸ナトリウム（500～2,000 ppm）を 104 週間、マウスに次亜

塩素酸ナトリウム（500 及び 1,000 ppm）を 103 週間投与し、発がん性について研

究した結果が報告されている。それによると、体重増加率の減少については次亜塩

                                            
2 次亜塩素酸ナトリウムを用いた試験であるため参考資料とした。なお、次亜塩素酸ナトリウム塩は

電解次亜塩素酸水と塩基部分のみが異なっている。 
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素酸ナトリウム濃度が高くなるほど顕著に現れているが、生存率及び腫瘍の発現率

については次亜塩素酸ナトリウム濃度に関わらず、対照群と有意差がなかった。（参

照 8、20） 

 
（６）遺伝毒性試験 

電解次亜塩素酸水の、細菌を用いた復帰突然変異試験及びチャイニーズハムス

ターDON-D6 細胞を用いた染色体異常試験が実施された。 

結果は表 2 に示されている。 

全ての試験結果は陰性であった。（参照 4、5、21～28） 

 

 
表2 遺伝毒性試験概要 

試験 対象 
pH 及び有効塩素濃度 

結果 
処理濃度・投与量 

in vitro 

復帰突然 
変異試験 

Salmonella typhimurium 
（TA100､TA1535､TA98､
TA1537 株） 
Escherichia coli 
（WP2 uvrA 株） 

pH2.24、30～50 mg/kg 

陰性 

62.5～1,000 L/ﾌﾟﾚｰﾄ(+/-S9) 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA100､TA1535､TA98、
TA1537 株） 
E. coli 
（WP2 uvrA 株） 

pH 2.55、49.4 mg/kg 

陰性 

6.3～100 L/ﾌﾟﾚｰﾄ(+/-S9) 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA100､TA1535､TA98、
TA1537 株） 
E. coli 
（WP2 uvrA 株） 

pH 2.52、60 mg/kg 

陰性 

1～200 L/ﾌﾟﾚｰﾄ(+/-S9) 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA100､TA1535､TA98、
TA1537 株） 
E. coli 
（WP2 uvrA 株） 

pH 2.46、48 mg/kg 

陰性 

1～1,000 L/ﾌﾟﾚｰﾄ(+/-S9) 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA100､TA102、TA1535､
TA98、TA1537 株） 
E. coli 
（WP2 uvrA 株） 

pH 2.52、35 mg/kg 
陰性 

1～1,000 L/ﾌﾟﾚｰﾄ(+/-S9) 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
（TA98、TA100､TA1535､
TA1537 株） 
E. coli 
（WP2 uvrA 株） 

pH6.17～6.2、7.5 mg/kg 

陰性 

25～1,000 L/ﾌﾟﾚｰﾄ(+/-S9) 
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染色体異常

試験 
チャイニーズハムスター

DON-D6 細胞 

pH 2.6、45～50 mg/kg 
陰性 直接法：5～20% 

代謝活性化法：5～20%(+/-S9) 

染色体異常

試験 
チャイニーズハムスター

DON-D6 細胞 

pH 2.42、50 mg/kg 

陰性 直接法：20～80% 
代謝活性化法：22.5～90% 
(+/-S9) 

注）+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 

 

（７）その他の試験 

① 感作性試験① 

Hartley モルモット（雌 26 匹）に電解次亜塩素酸水（pH 2.28～2.50、有効塩素

濃度 50 mg/kg）0.05 mL を肩甲骨上皮内に注射し、一週間後、同部位に 0.1 mL 含

浸した紙を 48 時間貼付し、最終感作 2 週間後、腹側部に 0.1 mL 含浸した紙を 24

時間貼付して感作性試験が実施された。 

誘発操作 72 時間後までに感作性は認められなかった。（参照 4、29） 

 
② 感作性試験② 

Hartley モルモット（雌 26 匹）に電解次亜塩素酸水（pH 2.48～2.49、有効塩素

濃度 30 mg/kg）を肩甲骨上皮内に注射し、一週間後、同部位に 0.1 mL 含浸した紙

を 48 時間貼付し、最終感作 2 週間後、腹側部に 0.1 mL 含浸したろ紙を 24 時間貼

付して感作性試験が実施された。 

誘発操作 72 時間後までに感作性は認められなかった。（参照 4、30） 

 
③ 抗原性試験 

Hartley モルモット（雄 17 匹）に電解次亜塩素酸水（pH 2.42、有効塩素濃度 51 

mg/kg）0.25 mL を腹腔内投与し、最終感作 24 日後、0.5 mL を静脈内投与して抗

原性試験が実施された。 

アナフィラキシー反応は認められなかった。（参照 4、31） 

 
④ 細胞毒性試験 

電解次亜塩素酸水を用いた細胞毒性試験が実施された。 

結果は表 3 に示されている。（参照 4、32～35） 
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表3 細胞毒性試験概要 

試験方法 対象 
pH 及び有効塩素濃度

結果 
処理濃度 

コロニー形成

阻害法 

チャイニーズハムスター肺由

来（V79）細胞 

pH 2.60、43.5 mg/kg 27%の検体添加で、コロ

ニー形成を 50%抑制 10～30% 

コロニー形成

阻害法 

チャイニーズハムスター肺由

来（V79）細胞 

pH 2.60、50 mg/kg 約 19%の検体添加で、コロ

ニー形成を 50%抑制 10～30% 

コロニー形成

阻害法 

マウス L929 細胞 pH 2.45、50 mg/kg 陰性対照との差なし 

10～90% 

細胞増殖及び

形態変化 

WI-38 ヒト胎児肺線維芽細胞

Chang ヒト肝細胞 

マウス L929 細胞 

pH 2.45、45 mg/kg 陰性対照との差なし 

3.125～50% 

 
⑤ 皮膚累積刺激試験① 

ウサギに電解次亜塩素酸水（pH 2.43～2.68、有効塩素濃度 40～50 mg/kg）0.2

～1.5 mL 含浸したろ紙又はガーゼを 5 日間連続塗布し、皮膚累積刺激試験が実施

された。 

皮膚刺激性は認められなかった。（参照 4、36～39） 

 
⑥ 皮膚累積刺激試験② 

ウサギに電解次亜塩素酸水（pH 5.67～5.9、有効塩素濃度 7 mg/kg）0.5 mL 含浸

したリント布を 5 日間連続塗布し、皮膚累積刺激試験が実施された。 

皮膚刺激性は認められなかった。（参照 5、40） 

 
⑦ 溶血性試験 

電解次亜塩素酸水（pH 2.47～2.61、有効塩素濃度 40～50 mg/kg）にウサギ血液

を添加し、溶血性試験が実施された。 

蒸留水より高い溶血能が示された。（参照 4、41～44） 

 
⑧ 眼粘膜一次刺激試験① 

ウサギに電解次亜塩素酸水（pH 2.45～2.58、有効塩素濃度 40～50 mg/kg）を点

眼し眼粘膜一次刺激試験が実施された。 
刺激性は認められなかった。（参照 4、45～48） 

 
⑨ 眼粘膜一次刺激試験② 

ウサギに電解次亜塩素酸水（pH 5.67、有効塩素濃度 7 mg/kg）を点眼し眼粘膜

一次刺激性試験が実施された。 
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刺激性は認められなかった。（参照 5、49） 

 
⑩ 口腔粘膜刺激試験 

ハムスターの頬袋に電解次亜塩素酸水（pH 2.45～2.47、有効塩素濃度 45～48 

mg/kg）を連続流入し、口腔粘膜刺激試験が実施された。 

粘膜組織への軽度の刺激性が認められた。（参照 4、50、51） 

 
⑪ 食道粘膜刺激試験 

ラットの食道に電解次亜塩素酸水（pH 2.47～2.56、有効塩素濃度 45～48 mg/kg）

を含ませた綿棒を挿入し、食道粘膜刺激試験が実施された。 

粘膜組織に軽度の変性（粘膜上皮、角質層及び上皮細胞層に肥厚、粘膜下組織に

細胞浸潤）が認められた。（参照 4、52、53） 

 
⑫ 胃粘膜刺激試験 

ラットの胃に電解次亜塩素酸水（pH2.47～2.53、有効塩素濃度 40～48 mg/kg）

を経口投与し、胃粘膜刺激試験が実施された。 

粘膜組織に軽度の変性（軽度の上皮剥離、粘膜の萎縮、固有層又は粘膜下組織に

細胞浸潤及び浮腫）が認められた。（参照 4、54、55） 

 
⑬ 反復浸漬経皮毒性試験 

ラットに電解次亜塩素酸水（pH 2.42～2.51、有効塩素濃度 45～52 mg/kg）を浸

漬投与し、反復浸漬経皮毒性試験が実施された。 

浸漬による皮膚への影響は認められなかった。（参照 4、56） 

 
３．残留性について 

（１）空気との接触面積と経時的変化との関係の検討に係る試験 

電解次亜塩素酸水（pH 2.67、有効塩素濃度 24.1 mg/kg）を直射日光の当たる屋

外で放置し、空気との接触面積と経時的変化との関係が検討された。 

結果は表 4 に示されている。 

空気との接触面積が大きいほど塩素の消失が早く、作物に散布した場合には短時

間で塩素が消失することが示唆された。（参照 57） 
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表4 直射日光の当たる屋外で放置した時の有効塩素濃度（mg/kg） 

容器 
（空気との接触面積）

A 
（約 40 cm2）

B 
（約 90 cm2）

C 
（約 340 cm2） 

D 
（約 1,150 cm2）

0.5 時間後 12.9 12.9 11.0 3.60 

1 時間後 8.30 6.84 4.69 0.18 

2 時間後 4.76 3.55 2.43 ND 

3 時間後 0.68 0.69 0.70 

 4 時間後 0.12 0.18 ND 

5 時間後 ND ND  
ND：検出限界未満 

 
（２）浸漬処理における残留塩素濃度及びトリハロメタン量の測定 

① 切断したキャベツを電解次亜塩素酸水に 30 秒間浸漬し、水道水ですすぎ洗い

を行い、脱水 0～72 時間後に残留塩素濃度及びトリハロメタン生成量を測定した

結果、いずれの試料においても残留塩素及びトリハロメタンは検出されなかった

（検出限界 0.004 mg/kg）。（参照 58） 

 
② ホウレンソウ（葉）を電解次亜塩素酸水（pH 6.5、有効塩素濃度 70.2 mg/kg）

に 10 分間浸漬処理し、飲用適の水道水で十分すすぎ洗いをした後に有効塩素濃

度を測定した結果、有効塩素は検出されなかった（検出限界 0.5 mg/kg）。（参

照 8） 

 
③ 切断したキュウリ及びキャベツを流水で約 2 分間水洗・水切りした後、それ

ぞれ 20 g を電解次亜塩素酸水（pH 3.0、3.1 及び 4.5、有効塩素濃度 10、20 及

び 20 mg/kg：各 200 mL）に浸漬し、時々かき混ぜながら 10 分間洗浄処理を行っ

た。水切りした直後及び 5 分後の野菜を分析試料とし、残留塩素を測定した結果、

水切り直後及び 5 分後におけるいずれの弱酸性次亜塩素酸水で処理した試料から

も、残留塩素は検出されなかった。なお、分析試料は洗浄処理後、水切りのみ行

い、水道水ですすぎ洗いをする等の処理は行っていない。（参照 8） 

 
④ ホウレンソウ（1 束）を電解次亜塩素酸水（pH 5.9、有効塩素濃度 78 mg/kg）

に 10 分間浸漬し、水道水で 1 分間すすぎ洗いをした後に残留塩素及びトリハロ

メタンを測定した結果、有効塩素は検出されなかった。トリハロメタン量は水道

水の約 4 分の 1 程度であった。（参照 8） 
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４．国際機関における評価の概要 

農薬3としての評価に関する情報は得られていない。 

                                            
3 EPA では、調理器具等に使用するに当たって、有効塩素濃度 200 ppm を超えないものについては

基準の設定が免除されている。（参照 59） 
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Ⅲ．食品健康影響評価 

参照に挙げた資料を用いて、特定農薬「電解次亜塩素酸水」の食品健康影響評価を

実施した。 

各種毒性試験及び刺激性に関する試験の結果、電解次亜塩素酸水（pH 2.43～2.58）

を用いた試験では口腔、食道及び胃の粘膜組織並びに舌に刺激性が認められる一方、

電解次亜塩素酸水（pH 5.67～6.3）を用いた試験では投与による毒性所見は認められ

なかった。 

本剤を作物に散布した際の残留についてのデータは示されていないが、空気との接

触面積と経時的変化との関係を検討した結果、本剤を作物に散布した場合には短時間

で塩素が消失することが示唆された。また、浸漬処理における残留塩素等を測定した

結果、浸漬処理においても本剤は食品中にほとんど残留しないと考えられた。 

これらの知見を踏まえると、本剤を農薬として使用した場合に、本剤が食品ととも

に体内に摂取される可能性は極めて低いと考えられた。 

以上のことから、電解次亜塩素酸水は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通

常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすお

それはないと考えられる。 

なお、特定農薬については多様な使用方法が想定されることから、リスク管理機関

において関連情報を収集し、標準的な使用方法についての指針等を作成すべきと考え

る。 
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＜別紙：検査値等略称＞ 

略称 名称 

ALP アルカリホスファターゼ

ALT アラニンアミノトランスフェラーゼ 
［=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（GPT）］ 

GGT 
-グルタミルトランスフェラーゼ 

［=-グルタミルトランスペプチダーゼ（-GTP）］ 
LD50 半数致死量 
MCV 平均赤血球容積 

T.Chol 総コレステロール 
TG トリグリセリド 
TPT トロンボプラスチン時間
WBC 白血球数 
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特定農薬（電解次亜塩素酸水）に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）    
についての意見・情報の募集結果について 

 

 

１．実施期間 平成２５年７月９日～平成２５年８月７日 
 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
 
３．提出状況 ４通 
 
 
４．コメントの概要及びそれに対する食品安全委員会の回答 
 

意見・情報の概要※ 食品安全委員会の回答 

【意見１】 

 

次亜塩素酸の安全性については異論あ

りません。 

ただ、特定農薬は化学合成によらない

ものとなっていますが、電解次亜塩素酸

は、電気分解とはいうものの、電気の力

を借りた化学合成（新たな物質の合成）

に当たると思われます。これまでは生物

の力を借りた化学合成でしたが、より範

囲を広げると解釈できますが、それでよ

ろしいのでしょうか？ 

物質としては他の方法で合成された次

亜塩素酸と安全性に差はないと考えられ

ます。電解次亜塩素酸水を化学合成され

ていない物質として特定農薬とすること

には違和感を覚えます。 

電気分解による物質の合成は化学合成

ではないという判断であれば、それをす

べての物質に適用すべきと思います。そ

の点を明確にしていただきたいと思いま

す。 

 

 

 

【回答１】 
 

食品安全委員会では、農薬の食品健

康影響について、科学的知見に基づき

客観的かつ中立公正に審議を行ってお

ります。 

特定農薬の範囲に関するご意見は、

リスク管理に関するものと考えられる

ことから、農林水産省及び環境省に情

報提供させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別添２ 



【意見２】 

 

資料は良く整理され、内容は分かりや

すい資料です。以下の意見を述べさせて

いただきます。 

１．当該化学物質に対する、専門家の評

価は妥当なものです。 

 

 

【意見３】 

 

「特定農薬（電解次亜塩素酸水）に係

る食品健康影響評価に関する意見・情報」

これまで電解次亜塩素酸水を利用した植

物病害防除に関する研究を行ってきまし

た。以下の学術論文の通り、極めて安全

で有効な防除資材です。是非とも、早く

普及展開することで安全な農業生産に貢

献されるべきと考えます。 

1.微酸性電解水によるネットメロンうど

んこ病の発病抑制効果 2013 年 宮大

農研究報告 59:1-7 津野和宣,甲斐祐

介,中村悌一 

2.各種植物病原菌に対する微酸性電解水

の抗菌効果 2012 年 宮大農研究報告

58:1-10 津野和宣,中村悌一 

3.微酸性電解水によるキュウリおよびト

マト病害の発病抑制効果 2012 年 宮大

農研究報告 58:11-17 津野和宣,甲斐

祐介,中村悌一 

4.電解水利用による新しい農業展開 2012

年 日本電解水協会第 4 回研修会講演要

旨 8-15 津野和宣 

5.微酸性電解水による安全な農産物生産

と今後の展望 2012 年 第 7 回微酸性電

解水研究会講演要旨集：5-8 津野和宣

6.微酸性電解水による植物病害の抑制

2007 年 農業および園芸 82（9）98-1004 

津野和宣 

 

 

 

【回答２】 
 
 御意見ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
【回答３】 
 
 食品安全委員会では、農薬の食品健

康影響について、科学的知見に基づき

客観的かつ中立公正に審議を行ってお

ります。 
いただいたご意見はリスク管理に関

するものと考えられることから、リス

ク管理機関である農林水産省及び環境

省にお伝えします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【意見４】 

 

電解水（次亜塩素酸水）は平成 14 年 6

月に食品添加物としても認可されて以

降、食品加工の製造過程などにも多く利

用されてきております。安全性について

も、弊社関連企業の沖縄還元フーズ株式

会社では農家から仕入れた農作物を電解

水で洗浄しており、食品加工の工程とし

て、より安心安全に使用されてきており

ます。農作物の生産過程でも特定防除資

材として、安心して普及が進められる事

になるよう早急に認可していただきたく

お願いいたします。 

【回答４】 
 
 いただいたご意見はリスク管理に関

するものと考えられることから、リス

ク管理機関である農林水産省及び環境

省にお伝えします。 

 
 
 
 
 

※頂いた意見・情報をそのまま掲載しています。 
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